
自転車ヘルメット
着用努力義務化

兵庫県
（事務局 県民生活部くらし安全課交通安全対策班）

４,000円

自転車ヘルメット着用促進キャンペーンを実施予定！
対象 1. 65歳以上の方

2. １～18歳までのこどもとその親
3. 学生（19～29歳の大学生、専門学生等）

上限金額

申請期間 令和５年12月初旬～令和６年２月下旬

兵庫県HP
注） 上記内容で９月県議会に上程します

あくまで予定ですので、内容が変更される可能性があります
詳細が決まれば兵庫県HPに情報を掲載します
不正申請等は詐欺罪等に抵触する可能性があります

兵庫県民の
みなさん！

全年齢対象

非着用時の致死率は着用時の

自転車乗用中死者のうち が

頭部に致命傷を負っています
※
平成30年～令和４年の全国統計


